
平成１２年（行ケ）第３３号　審決取消請求事件
平成１２年１０月２６日口頭弁論終結
　　　　　　　　　判　　　　　　決
　　　　原　　　　　　告　　　　株式会社松永製作所
　　　　代表者代表取締役　　　　【Ａ】
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　【Ｂ】
    　　同　　　　弁護士　　　　後  藤  昌  弘
　　　　被　　　　　　告　　　　【Ｃ】
　　　　訴訟代理人弁護士　　　　乾　　　てい子
　　　　同　　　　弁理士　　　　【Ｄ】
      　同　　　　　　　　　　　【Ｅ】
　　　　　　　　　主　　　　　　文
        　　特許庁が平成１０年審判第３５５９５号事件について平成１１年１２
月７日にした審決を取り消す。
        　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　主文と同旨
　２　被告
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　被告は、考案の名称を「車椅子」とする実用新案登録第１９９８３８６号考
案（平成２年６月２８日実用新案登録出願、平成５年１２月２２日実用新案権設定
登録、以下「本件考案」という。）の実用新案権者である。被告は、平成１０年７
月８日、本件考案に係る明細書及び図面（以下、これらをまとめて「本件明細書」
という。）の訂正（以下「本件訂正」という。）をすることについて審判を請求
し、同年１２月９日、これが認められた。
  　　原告は、同年１１月２７日、本件考案に係る実用新案登録を無効にすること
について審判を請求し、特許庁は、この請求を平成１０年審判第３５５９５号事件
として審理した結果、平成１１年１２月７日、「本件審判の請求は、成り立たな
い。」との審決をし、その謄本を同月２７日に原告に送達した。
  ２　実用新案登録請求の範囲（別紙図面参照）
    (1)　本件訂正前（以下、この考案を「登録時考案」という。）
      　座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた
構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからな
り、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下
端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。
    (2)　本件訂正後（以下、この考案を「訂正考案」という。下線が付された部分
が登録時考案との相違である。）
      　座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた
構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形のフレームからな
り、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前下
端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって、車椅子本体に
ロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。
  ３　審決の理由
  　　別紙審決書の理由の写しのとおり、①本件訂正は、実用新案法３９条１項
（平成５年法律第２６号附則４条２項の規定により読み替えられたもの。以下、同
法３７条１項、３９条３項についても同じ。）ただし書の規定に該当しないから、
本件考案に係る実用新案登録は、同法３７条１項２号の２により無効とすべきであ
る（第１の無効理由）、②訂正考案は、米国特許第４８４０３９０号明細書（以下
「引用例」という。）に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができた
ものである（第２の無効理由）、③訂正考案は、実公昭５２－４３６４４号公報、
実公平３－４７６１７号公報及び引用例に基づいて、当業者がきわめて容易に考案
をすることができたものである（第３の無効理由）、との原告の主張を、いずれ
も、認められないものとした。



  第３　原告主張の審決取消事由の要点
  　　審決の理由１（手続の経緯および本件考案）ないし４（甲号各証の記載）は
認める。同５（当審の判断）は、１１頁３行～１３頁１１行及び１７頁４行～１９
頁１４行を認め、その余を争う。同６（むすび）は争う。
  　　審決は、第１の無効理由に関し、訂正考案における実用新案登録請求の範囲
の記載の不備を看過し（取消事由１）、第１の無効理由に関し、新規事項の追加を
看過し（取消事由２）、第２及び第３の無効理由に関し、相違点の判断を誤った
（取消事由３）ものであって、これらの誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかで
あるから、違法として取り消されるべきである。
  １　取消事由１（訂正考案における実用新案登録請求の範囲の記載の不備の看
過）
      審決は、本件訂正について、「実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする
ものであり、構成は明瞭である」（１３頁末行～１４頁２行）、「訂正後における
実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案は・・・出願
の際独立して実用新案登録を受けることができる」（１５頁５行～９行）と認定し
たが、誤りである。
  　　本件考案は「嵌着溝」を必須の構成とするものである。ところが、本件訂正
後の実用新案登録請求の範囲には「嵌着溝」の記載がない。
  　　このために、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明の記載に不整合が
生じ、明瞭でない記載となっているから、本件訂正は、実用新案法３９条１項各号
に掲げる事項を目的とするものに該当せず、同条の規定に違反する。
  　　また、このために、実用新案登録請求の範囲は、考案の構成に欠くことがで
きない事項が記載されていないから、本件訂正は、独立実用新案登録要件を欠き、
実用新案法３９条３項の規定に違反する。
  ２　取消事由２（新規事項追加の看過）
  　　審決は、本件訂正について、「願書に添付した明細書または図面に記載され
た事項の範囲内の訂正」（１５頁１行～２行）であると認定したが、誤りである。
    (1)　本件訂正前の願書に添付した明細書及び図面（以下、これらをまとめて
「登録時明細書」という。）には、「挿入」という文言は一切ない。
      　登録時明細書中には、「更にロック片９Ｇのロック孔９Ｈが該係合ボルト
１８に係合しているので、アームレスト９は確実に車椅子１本体に固定され」（甲
第２号証４欄５行～７行）、「アームレスト９を撤去状態にするには該ロック片９
Ｇを外側に指で開いてロック孔９Ｈから係合ボルト１８をはずしてから、」（同欄
１０行～１２行）、及び「それから該ロック片９Ｇはスプリング９Ｉの付勢力によ
って内側へ戻され、該ロック片９Ｇのロック孔９Ｈに該係合ボルト１８が係合す
る。」（同欄２８行～３１行）と記載されており、「ロック孔」と「係合ボルト」
の関係は、あらかじめ固定された係合ボルトに対してロック孔が移動しつつ係合さ
れるとしか解釈できない。この点は、登録時明細書の第４図からも明らかである。
      　一方、「挿入」とは、さし入れること、さしこむことを意味し、例えば、
ボルト孔にボルトを挿入するという表現、つまり、孔に対して何かを差し入れると
いう場合に使用される文言であるから、「あらかじめ固定された係合ボルトに対し
てロック孔が移動しつつ係合される」という概念とは全く相違する。
    (2)　本件訂正において付加された「挿入」という文言は、「係合」以外の技術
的事項を含むものであって、「係合」との記載からは一義的に明確に導き出される
ものではない。
      　したがって、本件訂正は、登録時明細書に記載された事項の範囲内ではな
いから、実用新案法３９条１項ただし書の規定に違反するものである。
  ３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）
  　　審決は、引用例には、「本件考案の特徴であるアームレストを手で掴んで車
椅子を持ち上げることができるようにするという課題は何ら記載されていないとこ
ろ、単に『孔と係合ボルト』による係合手段があったとしても、甲第３号証の１
（判決注・引用例を指す。）に記載の車椅子におけるスプリング戻りバネを係合ボ
ルトに代えて、本件考案のようにすることは、当業者といえどもきわめて容易に想
到できるものではない。」（２０頁１７行～２１頁５行）と判断したが、誤りであ
る。
    (1)  車椅子を階段等から降ろす場合に、アームレストを手がかりとして車椅子
を持ち上げたりすることは、車椅子の通常の使用態様である。
      　引用例における第２スプリング戻り爪の材質は特に限定されていないが、



アームレストを手がかりとして車椅子を持ち上げるという点は当然配慮されている
から、引用例の「孔と該孔に挿入される第２スプリング戻り爪」であってもアーム
レストを手がかりに車椅子を持ち上げるという機能を果たしていることは、当業者
ならばきわめて容易に推認し得ることである。
    (2)　出願時の明細書及び図面には、審決が認定した「アームレスト（９）の水
平使用状態で、・・・アームレスト（９）を手で掴んで車椅子（１）を持ち上げる
ことも出来る。」（審決書２１頁７行～１３行）、「使用状態では、・・・アーム
レスト（９）を手がかりとして車椅子（１）を持ち上げることができる。」（審決
書２３頁１９行～２４頁７行）という作用効果は記載されていない。つまり、これ
らの作用効果は、単なる効果の確認又は追加にすぎないのであって、引用例の第２
スプリング戻り爪を、訂正考案の係合ボルトに置換したところで、実現される作用
効果は何ら本質的に変わりのないものである。 
      　それ故、引用例記載の発明の「孔と該孔に挿入するスプリング部材とから
なる係止手段」と、訂正考案の「孔と該孔に挿入する係合ボルト」とは実質的に同
一の技術的課題を解決し、作用効果を奏するものであって、第２スプリング戻り爪
を係合ボルトに置換することは単なる材料の置換にすぎず、当業者であればきわめ
て容易に想到し得たものである。
第４　被告の反論の要点
  １　取消事由１（訂正考案における実用新案登録請求の範囲の記載の不備）につ
いて
   　 アームレスト（９）の前下端部（９）Ｄを車椅子（１）本体の前側フレーム
（４）に係止させるという目的を達成するためには、孔と該孔に挿入する係合ボル
トとによる係止手段を備えればよく、「嵌着溝（９）Ｅ」は不要である。したがっ
て、訂正考案は「嵌着溝」を必須の構成とするものではなく、実用新案登録請求の
範囲の記載に不備はない。
  ２　取消事由２（新規事項追加の看過）について
    (1)　登録時明細書には、アームレスト（９）を使用状態から撤去状態にすると
きの説明として、「ロック片９Ｇのロック孔９Ｈが該係合ボルト１８に係合してい
るので、・・・該ロック片９Ｇを外側に指で開いてロック孔９Ｈから係合ボルト１
８をはずしてから、」（甲第２号証２頁４欄５行～１２行）と、アームレスト
（９）を撤去状態から使用状態に戻すときの説明として、「・・・該係合ボルト１
８は該フレーム９Ａの前下端部９Ｄの嵌着溝９Ｅに嵌着し、それから該ロック片９
Ｇはスプリング９Ｉの付勢力によって内側に戻され、該ロック片９Ｇのロック孔９
Ｈに該係合ボルト１８が係合する。」（同欄２６行～３１行）とそれぞれ記載さ
れ、第４図には、係合ボルト（１８）と前記ロック片（９）Ｇにおけるロック孔
（９）Ｈとの相対的な位置関係が分解図として示されており、第１図、第３図には
係合ボルト（１８）とロック孔（９）Ｈとが係合している状態が示されている。こ
れらの記載及び図示によれば、ロック孔（９）Ｈと係合ボルト（１８）との関係
が、「孔（ロック孔（９）Ｈ）と該孔に挿入されるボルト（係合ボルト（１
８））」と表現される関係にあることは明らかであって、これは、登録時明細書及
び図面の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものである。
    (2)　「挿入」が「係合」と同意であることは、登録時明細書の第４図からも明
らかであり、また、特開平５－１１１４４４号公報（以下「乙第１号証刊行物」と
いう。）、及び特開平８－２６８１２７号公報（以下「乙第２号証刊行物」とい
う。）でも、棒部材（ピン）を孔に挿入することを「係合」と呼んでいる。
    (3)　原告は、「ロック孔」と「係合ボルト」の関係について、「あらかじめ固
定された係合ボルトに対してロック孔が移動しつつ係合されるとしか解釈できな
い。」と主張する。しかし、「ロック孔」と「係合ボルト」の関係は、「孔と該孔
に挿入されるボルト」の関係、すなわち、係止手段としての「孔」と「ボルト」の
形としての相互の関係を規定するにすぎず、係止に至るまでの両者の移動の態様ま
でを規定しているものでない。原告の解釈は不当である。
  ３　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について
    (1)　訂正考案において、車椅子本体の前側フレームに対するアームレストの固
定は、本質的に、「孔」と「該孔に挿入する係合ボルト」との係合によりもたらさ
れるものであり、アームレストを手がかりとして車椅子を安定して持ち上げること
ができるかどうかは、前記係合ボルトと孔との係合態様の安定性に本質的に依存す
る。訂正考案においては、いったん係合状態が完成すると、通常の使用状態では、
すなわち、予定した設計値を大きく超えた負荷がかかることにより、係合ボルトが



塑性変形するとか、孔が破壊されるとかの場合を除き、係合状態が不測に解除され
ることはなく、アームレストを手がかりとした状態で車椅子を安定して持ち上げる
ことが可能である。
      　一方、引用例記載の車椅子における係合は、車椅子本体側である第２搭載
ブラケット１７４の開口部１７８（本件考案での「孔」に相当する）と、アーム支
持部材１６０（本件考案でのアームレストに相当する）の一端に挿入した逆Ｕ字状
の第２スプリング戻り爪１７６（横方向に突き出た水平部を持つ突起部が形成され
ている。）、とによりなされるものであり、前記突起部が前記開口部１７８に入り
込み、その水平部が開口部１７８の上側のエッジに面した状態となることにより、
係合の態様が完成する。この係合態様において、アーム支持部材１６０を上方に引
き上げると、開口部１７８の上側のエッジと突起部の前記水平部とが衝接し、その
衝接により、水平部には突起部全体を下側に押し下げようとする力が作用する。第
２スプリング戻り爪１７６は全体がバネ材により作られており、かつ、前記ボタン
１８０で押圧することにより容易に変形して離脱するように設計されていることか
ら、第２スプリング戻り爪１７６の前記突起部を下側に押し下げようとする力に対
する耐性は小さく、前記水平部に作用する力により、第２スプリング戻り爪１７６
は、突起部が内側に入り込む方向に容易に変位する。その結果、ある程度以上の大
きさの力がアーム支持部材１６０に作用すると、ボタン１８０を押圧することな
く、係合状態は解除される。その力は、係合ボルトのような材料を塑性変形させる
力よりも当然に小さいことは、技術常識である。
      　以上のように、現実的な車椅子の設計仕様において、前記引用例に記載さ
れる係合態様と訂正考案による係合態様とでは、係合が不測に解除されるときの力
の大きさに大きな差があることは明らかであり、両者の間には「車椅子持ち上げ時
の不測の負荷（方向性と大きさの双方）に対する安定性」に関して格段の相違が存
在する。
      　したがって、引用例記載の考案の第２スプリング戻り爪１７６を係合ボル
トに置換することは、単なる材料の転換などではない。
      　引用例にアームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることができるよう
にするという技術的課題が記載されているか否かを論ずるまでもなく、「甲第３号
証の１に記載の車椅子におけるスプリング戻りバネを係合ボルトに代えて、本件考
案のようにすることは、当業者といえどもきわめて容易に想到できるものではな
い。」（２１頁１～５行）とした審決の判断は正当である。
    (2)　「アームレスト（９）の水平使用状態で、・・・アームレスト（９）を手
で掴んで車椅子（１）を持ち上げることも出来る。」（審決書２１頁７～１３
行）、「使用状態では、・・・アームレスト（９）を手がかりとして車椅子（１）
を持ち上げることができる。」との効果は、当初明細書の「孔（ロック孔（９）
Ｈ）と該孔に挿入されるボルト（係合ボルト（１８））」の構成から、当業者の技
術常識としてきわめて容易に推論できる効果である。この効果に基づいて、訂正考
案と引用例記載の考案とを対比し、訂正考案を進歩性ありとした審決の判断に誤り
はない。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由２（新規事項追加の看過）について
    (1)　甲第４号証（新村出編「広辞苑」（株式会社岩波書店昭和５７年１０月１
５日第２版補訂版第７刷発行）によれば、「挿入」とは「さし入れること。さしこ
むこと。」という意味であることが認められる。しかし、固定した孔に、係合ボル
トを移動させて挿入する場合に限らず、孔を移動させることにより固定した係合ボ
ルトを孔に挿入する場合も、係合ボルトは孔にさし入れたことになることは明らか
である。
      　そうすると、訂正考案の「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手
段」には、固定された孔に対して係合ボルトが移動して挿入する係合形態と、固定
された係合ボルトに対して孔が移動して挿入する係合形態の双方が含まれるものと
いうべきである。
        また、ボルトは、金属丸棒の一部にねじを切ったものであって、ナット等
とともにねじにより物品を係合することが多いことは明らかである。そうすると、
上記「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段」には、ねじによる係合形
態も含まれるものと解される。
    (2)　甲第２号証（本件公告公報）によれば、登録時明細書には「挿入」の文言
は記載されておらず、唯一の実施例として、「ロック片９Ｈが該係合ボルト１８に



係合している・・・アームレスト９を撤去状態にするには該ロック片９Ｇを外側に
指で開いてロック孔９Ｈから係合ボルト１８をはずしてから、・・・。アームレス
ト９を第２図に示す撤去状態から使用状態に戻す時は、・・・ロック片９Ｇ
は・・・係合ボルト１８によって外側へ押しのけられ、・・・該ロック片９Ｇはス
プリング９Ｉの付勢力によって内側に戻され、該ロック片９Ｇのロック孔９Ｈに該
係合ボルト１８が係合する。」（２頁４欄５行～３１行）として図面が記載されて
いることが認められる。そうすると、外側又は内側に移動する部材は「ロック片９
Ｇ」であり、「係合ボルト１８」は固定されているものであるから、上記実施例
は、固定された係合ボルトに対してロック孔が移動して係合されるという係合形態
のものであって、しかも係合及びその解除に際しては、ねじを使用しない係合をし
ているものと認められる。
      　登録時明細書に、他の係合形態が記載されているものとは認められない。
    (3)　そうすると、訂正考案に含まれる係合形態のうち、固定された孔に対して
係合ボルトが移動して挿入する係合形態と、ねじによる係合形態は、登録時明細書
に記載された事項の範囲内ではないというべきである。
    (4)　被告は、「挿入」は「係合」と同じ意味であると主張し、乙第１、第２号
証刊行物の記載を指摘する。。
      　しかし、前示のとおり、登録時明細書に記載されているのは、固定された
係合ボルトに対してロック孔が移動して係合されるという係合形態のもののみであ
るから、仮に、「挿入」と「係合」とが同じ意味であるとしても、登録時明細書に
記載されたものは、固定された係合ボルトに対してロック孔が移動して挿入される
という係合形態のもののみであることになるにすぎない。したがって、被告指摘に
係る各刊行物の記載は、前記(3)の認定に反するものではない。
    (5)　以上のとおりであるから、本件訂正を、願書に添付した明細書または図面
に記載された事項の範囲内の訂正であるとした審決の認定判断は誤りというべきで
ある。
  ２　取消事由３（相違点についての判断の誤り）について
    (1)　車椅子に限らず、アームレスト付きの椅子を持ち上げようとする場合に
は、アームレストを手でつかんで持ち上げようとすることは、ごく常識的なことで
ある。そして、車椅子が、その性質上、人間が座ったままの状態で階段や段差を昇
降させる必要がある場合の少なくないものであることも、明らかである。そうであ
る以上、車椅子開発に携わる当業者が、アームレストを手がかりとして持ち上げる
ことができるように車椅子の設計を行おうとすることは、ごく当然のことと認めら
れる。そしてまた、引用例記載の発明の車椅子においても、当然、そのような配慮
がなされていると考えるべきである。
      　したがって、引用例に、アームレストを手でつかんで車椅子を持ち上げる
ことができるようにするという技術的課題が記載されていないとしても、車椅子一
般について、この技術的課題が存在しないとか、引用例に接した当業者が、そこに
記載された発明の車椅子について、この技術的課題を認識できない、などというこ
とはできない。
    (2)　そうすると、第２の無効理由につき、引用例にアームレストを手でつかん
で車椅子を持ち上げることができるようにするという技術的課題が記載されていな
いことを根拠として、これに接する当業者がこの課題を認識することがないとの前
提に立ち、「単に『孔と係合ボルト』による係合手段があったとしても、甲第３号
証の１（判決注・引用例を指す。）に記載の車椅子におけるスプリング戻りバネを
係合ボルトに代えて、本件考案のようにすることは、当業者といえどもきわめて容
易に想到できるものではない。」とした審決の判断は、誤った前提に立つものであ
るという点において既に誤りである。すなわち、審決は、前記技術的課題があるこ
とを前提として、「孔と係合ボルト」による係合手段があるか否か、仮にあるとし
て、これを引用例記載の発明の車椅子に適用することが技術分野の関連性等の関係
できわめて容易か否かを判断しなければならなかったのである。
      　第３の無効理由についての審決の判断も、当業者が、アームレストを手で
つかんで車椅子を持ち上げることができるようにするという技術的課題を認識しな
いまま、公知文献（実公昭５２－４３５４４号公報及び実公平３－４７６１７号公
報）に接することを前提にする者であることが明らかであり、これが誤った前提に
立つものである点において既に誤りであることは、第２の無効理由についての判断
の場合と同様である。
    (3)　被告は、車椅子の設計仕様において、引用例記載の発明の車椅子の係合態



様と訂正考案の係合態様とでは、係合が不測に解除されるときの力の大きさに大き
な差があると主張する。しかし、仮にそうであるとしても、そのことのみをもっ
て、直ちに、引用例記載の発明の車椅子の係合態様を訂正考案の係合態様に変更す
ることが当業者にとってきわめて容易ではなくなるということはできないから、被
告の主張する事実は、前記(2)の判断を左右するものではない。
  ３　以上のとおり、取消事由２、及び、取消事由３の無効理由に係る点につい
て、審決の判断には誤りがあり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明ら
かであるから、その余の点につき論ずるまでもなく、審決は、違法であって取消し
を免れないことが明らかである。
第６　よって、本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟
法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第６民事部

　　　　　　　裁判長裁判官    　 山　　下　　和　　明　　　　　　　　

　　　　　　　　　　裁判官　　   山　　田　　知　　司
                            　
　　　　　　　　　　裁判官　     宍　　戸　　　　　充
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